
   

阿波市監査委員公告第 3号 

 

 地方自治法第 199 条第 7 項の規定に基づき財政援助団体等監査を実施したので、同条

第 9項の規定により、その結果を公表します。 

 

 

令和 6年 9月 25日 

 

阿波市監査委員  中野 修一 

      阿波市監査委員  近藤  理 

         阿波市監査委員  笠井 一司 

 

 

 

財政援助団体等監査結果報告書 

 

1 監査の種類 

  財政援助団体等監査（地方自治法第 199条第 7項） 

 

2 監査の実施日 

令和 6年 8月 27日 

 

3 監査の対象 

  施 設 名 阿波市ケーブルネットワーク施設 

  所 管 部 課 企画総務部 市政情報課 

  指定管理者 富士通ネットワークソリューションズ（株）徳島営業所 

 

4 監査の範囲   

令和 5年度における公の施設の管理に係る出納その他の事務の執行状況 

 

5 監査の方法 

  公の施設の管理に係る出納その他の事務が、法令、条例及び規則等に基づき適正

に執行されているかについて、資料等の調査、関係職員からの説明聴取を行った。 

 

6 監査の結果 

監査の結果、事務は適正に執行されていた。 

 

 

 

 

 

 

 



参考 

阿波市ケーブルネットワーク施設 

 

施設の概要 

 設置年月日 平成 20年 4月 1日 

所在地 徳島県阿波市土成町土成字丸山 1番地 1ほか 3施設 

 設置目的 高度情報化社会に適応したまちづくりのため、情報ネットワ

ークを利用した積極的な行政情報等の提供を行うとともに、

生活環境の向上及び地域社会のコミュニケーションの活性化

を図り、災害等緊急時の迅速かつ的確な情報伝達を行うため。 

指定管理者の概要 

 名称 富士通ネットワークソリューションズ（株）徳島営業所 

所在地 徳島市かちどき橋 2丁目 29番 1号 

設立年月日 平成元年 3月 1日 

設立目的 情報通信ネットワークシステムの企画、コンサルティング、

設計施工、現地調査、運用、保守及び機器販売 

指定管理の状況 

 募集方法 公募 

指定期間 令和 5年 4月 1日～令和 10年 3月 31日（5年間） 

指定管理料 年額 205,810,000円（税込） 

主な管理業務 1.放送施設の運営等に関する業務 

2.放送施設の工事・維持管理に関する業務 

3.自主放送の制作・放送に関する業務 

4.その他市長が必要と認める業務 

収支決算書 

(令和 5年度) 

収 入  205,810,000円 

    （内訳）指定管理料     

 

支 出  201,779,228円 

     （内訳）事業費 

         人件費 

         施設維持管理費 

         その他管理運営費 

 

205,810,000円 

 

 

64,339,837円 

86,817,800円 

46,997,098円 

3,624,493円 

 

 


